
 

 

 

 

 

 

 
 
 

「ふれあい月間」という名称はご存じでしょうか。「ふれあい月間」は東京都教育委員会が６月

と１１月の年２回実施している「いじめ防止強化月間」です。先月３日には、文部科学省が実施する

「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」結果が公表され、令和４年

度間の「いじめ」の認知件数が増加したことが話題となりました。 

平成 25 年の「いじめ防止対策推進法」施行により、いじめは法律により定義されました。同法

第２条第１項には、「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍してい

る等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与

える行為（インターネットを通じて行われるものも含む。）であって、当該行為の対象となった児童

生徒が心身の苦痛を感じているものをいう、とあります。（下線は細谷による） 

私などは、一読しただけではすんなり頭に入ってこない文章です。もう少し具体的に見てみまし

ょう。次の事例の中でいじめに当たるのはどれでしょうか。①お金を持ってこないことを理由に、殴

ったり、蹴ったりした。②運動で失敗するたびに、「へぼい！」「足引っ張るな！」などとはやし立てた。

③運動の苦手な子供に、「あなたのせいで負けたの分かってるの！」と問いつめた。④うっかりぶ

つかってきた子供に「死ねよ！」と言い、にらんだ。⑤発言の苦手な子供に、「○○さんも意見を言

いなよ。」と強く促した。 

東京都教育委員会作成の資料には「いじめの類型」が示され、「社会通念上のいじめ」と「法令

上のいじめ」としていじめの類型が示されています。上述の事例は、同資料に示されたものです。

そして、①から⑤の事例は全て、「法令上のいじめ」の事例として示されています。 

五小では今年度、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に向けた取組について、これまでの

取組を再点検し、いじめの未然防止等に取り組んでいます。五小では「法令上のいじめ」をいじめ

として確実に認知し、対応することを基本としています。そのため、年８回の職員研修会の実施に

加え、実際に五小で起こっている事例を通して、教職員のいじめ事案への対応力を高めています。 
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